
資料３「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共

和国政府との間の条約（抄）」 

 

第十五条 

１ 次条及び第十八条から第二十一条までの規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が

その勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内に

おいて行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約

国内において行われる場合には、当該勤務から生ずる報酬に対しては、当該他方の締約国において租税

を課することができる。 

２ １の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する

報酬に対しては、次の(ａ)から(ｃ)までに掲げることを条件として、当該一方の締約国においてのみ租

税を課することができる。 

(a) 当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの十二箇月の期間においても、報酬の受領者が

当該他方の締結国内に滞在する期間が合計百八十三日を超えないこと。 

(b) 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。 

(c) 報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設によって負担されるものでないこと。 

３ １及び２の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶又は航空機内において

行われる勤務に係る報酬に対しては、当該一方の締約国において租税を課することができる。 

 

第十八条 

１ 省略 

２(a) 一方の締約国において設けられ、かつ、課税上認められた社会保障制度に対し、他方の締約国内に

おいて役務を提供する当該他方の締約国の居住者である個人又は当該個人に代わる者が支払う強制保

険料(当該個人が役務の提供を開始する日から継続して六十箇月を超えない期間に支払われるものに

限る。)については、次の(i)から(iii)までに掲げる要件を満たす場合に限り、当該他方の締約国にお

ける当該個人の租税の額の決定に際して、当該一方の締約国において課税上の救済の対象とされない

範囲内で、当該他方の締約国において課税上認められた社会保障制度に対して支払われる強制保険料

と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱う。 

(i) 当該個人が、当該他方の締約国において役務の提供を開始する直前において、当該他方の締約国

の居住者でなく、かつ、当該一方の締約国において設けられた社会保障制度に参加していたこと。 

(ii) 当該一方の締約国において設けられた社会保障制度が、当該他方の締約国において課税上認めら

れた社会保障制度に一般的に相当するものとして当該他方の締約国の権限のある当局によって承認

されていること。 

(iii) 給料、賃金その他これらに類する報酬(当該一方の締約国において設けられた社会保障制度に対

する強制保険料が賦課されるものに限る。)が、当該他方の締約国において租税を課されること。 

(b) (a)の規定の適用上、 

(i) 「社会保障制度」とは、個人が(a)の規定にいう役務について社会保障給付を受けるために参加す

る仕組みをいう。 

(ii) 社会保障制度に対して支払う強制保険料が、一方の締約国において課税上の救済の対象とされる

ときは、当該社会保障制度は、当該一方の締約国において「課税上認められた」こととなる。 
 


